
令和5年度第2回計画相談支援に関する研修会

サービス担当者会議の目的とその効果

～意思決定支援のための多職種連携～

＜岡山県相談支援従事者現任研修の資料をもとに作成しています＞

岡山市障害者基幹相談支援センター
主任相談支援専門員 平松 啓生



１．連携とは何か？



連携の定義

「相談支援を実践する相談支援専門員は、すべての
人間の尊厳を認め、いかなる状況においても自己決
定を尊重し、当事者（障害者本人及び家族）との信
頼関係を築き、人権と社会正義を実践するために制
度に基づく支援に結びつけるだけでなく、制度に基
づかない支援を含む福祉に限らない教育、医療、労
働、経済保障、住宅制度等々あらゆる資源の動員を
図る努力をする。また、資源の不足などについて、
その解決に向けて活動すること」

障害者総合支援法の制定に向けた提言より



連携の定義

相談支援専門員に求められる連携とは

・連携（リンケージ）や連絡

・調整を含めたコーディネーション

・マネジメントを含めた協働（コラボレーション）

・課題解決のための多職種を含めたチームアプローチ

さまざまな職種が連携して支援していくことの必要
性やそれぞれに役割、専門性を理解し、連携するこ
の意味を押さえておく



連携関連用語の段階整理

海外の研究者が用いる
"linkage""coordination""cooperation""collaboration" などの用語は，いず
れも「連携」と訳されることがある。（野中）

段階 言語 意味 和訳

第１
段階

Linkage
(リンケージ)

連結 結合、連鎖、連携、つながり

第２
段階

Coordination
(コーディネーション)

調整
同等（にする）、
調整（すること）

第３
段階

Cooperation
(コーオペレイション)

連携
協力、協働、提携、協調性、
援助

第４
段階

Collaboration
(コラボレーション)

協働
協力、協働、援助、共同研究、
共同制作

令和元年度相談支援従事者指導者養成研修 一部加筆

・協働は相手の立場や状況を踏まえて相手のために動ける状態
・この先に統合（integration)があり、完全な組織統合となる



連携不足は
利用者の最善の利益を
提供できていない！

言い換えると

利用者の最善の利益の提供のため
連携は欠かせない！

ということになります



多職種連携・チーム支援の重要性の５つの認識

自分や事業所、連携各機関の実践力や質の向上につながる

「ライフサイクルに応じた」 「多様・複合化」するニーズ

１人の相談や一つの機関でできることには限りがある

連携やチームでの対応により、できることやアイデアが広がる

得手・不得手、過不足を相互にカバーし補完し合える

１．多元性

２．限界性

３．可能性

４．補完性

５．付加性



多職種連携の効果（意義）

さまざまな分野、領域、組織、職種の関わりは、ニーズの
捉え方、支援の方法、着目する視点が異なります。

それらがチームになることで、「ご本人らしい暮らし方」
「地域の支援体制」にとって大きな力になります。

多元性 限界性 可能性

補完性 付加性



多職種連携の難しさも理解する

さまざまな分野、領域、組織、職種の関わりは、ニーズの

捉え方、支援の方法、着目する視点が異なります。

一体的なチームとなるよう、ポイントを押さえましょう。

教育

背景
価値感 優先順位

守備範囲 共通言語



多職種連携・チームアプローチのポイント

本人のゴール（生活・人生目標）のための

隙間を埋めたチーム作り

共通認識 情報共有 役割分担

相談支援の目的
① 本人のその人らしい地域での暮らし
② 障害のある人を含めた誰もが暮らすことので
きる地域づくり



『連携』の構成要素

①目 的

主体
役割

主体
役割

主体
役割

主体
役割

②

③

④情報

⑤

①目的の一致

②複数の主体と役割

③役割と責任の相互確認

④情報の共有

⑤連続的な協力関係過程

吉池ら
（2007）

【展開手順としては】
・単独解決できない課題の確認
・課題を共有しうる他者の確認
・協力の打診



２．連携に必要な関係性



顔が分かる関係

顔の向こう側が見

える関係（人とな

りがわかる関係）

顔を通り超えて信

頼できる関係

【 話す機会がある 】
グループワーク・日常的な会話・ケア会
議・などを通して性格や長所、短所、仕事
への姿勢や価値観、などが分かっていく

上原久『多職種連携の技術』第11講（中央法規）より

「顔の見える関係」という概念



私たちは、組む相手を選択している
（されてもいる）

上原久『多職種連携の技術』第11講（中央法規）より



顔の見える関係の構築によって・・・

① 安心して連絡しやすくなる

② 役割を果たせるキーパーソンがわかる

③ 相手に合わせて自分の対応を変える

④ 信頼関係を得ることで効率よく仕事が進む

⑤ 責任をもった対応をする

「連携を円滑にする機能」が稼働



３．担当者会議の開催



障害者の意思決定支援を推進するための方策

意思決定支援の推進（運営基準への位置づけ）

障害者の意思決定支援を推進するため、「障害福祉サービス等の提供に当たっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえ、相談支援及び障害福祉サー

ビス事業等の指定基準において、以下の規定を追加する。

【取扱方針】

• 事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮するよう努めなければならない。

【サービス等利用計画・個別支援計画の作成等】

• 利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の

検討をしなければならない。

• 利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）に当たり、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定支援を

行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。

• 相談支援専門員やサービス管理責任者が行うサービス担当者会議・個別支援会議について、利用者本人が参加するものとし、当該利用者の生活に対

する意向等を改めて確認する。

※ 障害児者の状況を踏まえたサービス等利用計画・障害児支援計画の作成を推進する観点から、 サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者が作成した

個別支援計画について相談支援事業者への交付を義務付け。

【サービス管理責任者の責務】

・サービス管理責任者は、利用者の自己決定の尊重を原則とした上で、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に利用者への意思決定支援が

行われるよう努めなければならない。

※障害児通所支援、障害児入所施設についても、障害児及びその保護者の意思の尊重の観点から、上記に準じた規定を追加。

相談支援事業者
サービス事業者 ア

セ
ス
メ
ン
ト
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画
原
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成
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（
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のの
実提
施供

会
議 ）

モ
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タ
リ
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利用者本人の参加
（原則）

計
画
作
成

意思決定に困難
を抱える者の意
思及び選好、判
断能力等の把握

（参考）障害者の意思決定支援のプロセス 相談支援専門員・サービス管理責任者が、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、計画を検討

※相談支援専門員によるモニタリングについて、地域移行に向けた意思決定支援や重度の障害等のため頻回な関わりが必要な者は標準より短い期間で設定が望ましい旨例示



・当事者が居ること（ケースによっては関係者のみの場合も）
・場所と時間の選定（話し合う内容により場所の設定する）

→何かを決める上で、いてほしい人にいてもらう環境設定
例えば・・・
生活保護の話であれば、福祉事務所CW
病状に関する話であれば、医療機関（主治医やワーカー等）
就労や作業等、日中活動であれば、事業所の担当者

それでは・・・
地域での暮らしの話であれば？
就園や就学の話であれば？

さて、どういった機関と組みましょうか？

担当者会議は連携に欠かせない



担当者会議の調整って？

相談支援専門員はソーシャルワーカーとして位置づけられ
ています

障害福祉以外の領域においてもソーシャルワーカーやそれ
に近い専門職が配置されています

担当者会議の調整にあたっては、専門職同士のやりとりか
ら始めるとうまくいくように思います

会議の持ち方や進行など、事前の打ち合わせをするなかで
機関同士の連携や顔の見える関係が培われていきます

医療 教育 司法 保健 行政 その他

連携の手始めは一本の電話から



で連携を強固に！

ホウ・レン・ソウ

報・連・相

部下から上司へ、の一方通行として勘違いされやすい「報・連・相」で
すが、本来は立場は関係なく、風通しの良い組織づくりを目的として
チームメンバー同士で行うものとして始まった取り組み

ある出来事について相談支援専門員が「ホウレンソウ」することもあれ
ば、チームメンバーから「あの件、その後どうなりました？」とホウレ
ンソウを求めることもある

多職種連携・チーム支援、ホウレンソウは双方向で行いましょう

ちなみに、ほうれん草は酸性土壌では育ちが悪くなるそうです
声の大きい人の意見に流され、賛成多数（イエスマン）のチームとなら
ないためにも日頃からのホウ・レン・ソウが大事とも言えます



当事者を含めた関係者・関係機関が、同時に内容を把握し、

同じ方向を見ることができる。それが担当者会議の大きな

役割と言えます。

必要なメンバーが揃っているので、その場で周知できる。

関係機関ごとに連絡をする必要がない点においても効果的。

最初はとりかかりにくいかもしれませんが、だんだん慣れ

ていくのも事実です。

そして、担当者会議での関係機関とのつながりが、他の

ケースにも生かされてきます（顔の見える関係！！）

担当者会議の効果



会議の名称を変える

担当者会議、ケア会議という名称に抵抗がある人も。

例：○○さん支援会議、○○さん応援会議など。

時間配分

会議のはじめに、終了予定時刻を宣言する工夫。

課題が多すぎると本人も参加者も疲れてしまう。

優先順位をつけ、議論できなかったものは次に持ち越す

ような判断（臨機応変な対応）も。

担当者会議の工夫



会議を活性化するために

当事者の役割を増やす（出番が増えると本気度も増す）

・開会宣言や閉会宣言

・検討すべきこと（交渉）を考えてきてもらう

お金、日課、住まい、余暇等の希望とその理由

・発言のラウンド（次に話を聞きたい人を指名する）

出席者からの発言がないとき、当事者が指名する

記録の仕方を変える

ホワイトボートの活用（下に向きがちな視線が上に）

担当者会議の工夫



会議は何のために行う？

・本人と一緒に作った計画を、チーム全体に提示す場

・計画の進捗を確認する場

・現状維持？方針変更？新たな視点はあるか？等々

・アセスメントしたものを専門員が言語化できているか？

会議の進め方のヒントは、

５ピクチャーズ（ミスポジションモデル）にあり！

報酬算定のための会議では本末転倒

今さらですが・・・



会議が終わったあとで、

今さらですが・・・

○○って、どういう
こと？

なんで会議の時に聞か
なかったの？

聞ける雰囲気じゃな
かったのに・・

わからないので、
もう少し詳しく教
えてください

代わりに聞いてく
れてありがとう！

会議は本人のためにある！
（意思決定支援・権利擁護など）

本人の表情やしぐさ、
会議中にも観察していますか？



PDCAサイクル
Plan→Do→Check→Action
仮説と実践、検証の繰り返し

下支えするのはアセスメントする力

担当者会議
当事者と関係者が集ま
り相談して、協議して
意思決定をすること
（共同意思決定の場）

多職種からの意見
多面的、多角的な視点で意見を
出し合い、当事者にとってより良
い暮らしを目指す

継続していくこと
やり残したことは、次
回までの宿題に

当事者が「会議をしてよかった！」と感じるような
担当者会議になれば大成功！！

主役＝当事者



担当者会議で押さえておくポイント（例）

タイトル 本人が主体であること

日時・場所 ここから始まることの意識

参加機関 必要な機関が参加しているか

会議の目的 ゴールに向けた方向性の確認

現状 本人及び各機関からの報告

検討すること
いかにしてゴールに向かうか？
合意形成

役割分担 多職種連携・チームアプローチ

次回開催日 継続性・持続性のあるもの

会議の進行レジュメの要点

担当者会議はPDCAサイクルの一つです



それでは、
担当者会議（演習）を
やってみましょう！
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